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参考資料３／浜田市保健医療福祉協議会規則 

 

平成 17 年 12 月 22 日 
規則第 241 号 

(趣旨) 
第 1 条 この規則は、浜田市附属機関設置条例(平成 17 年浜田市条例第 18 号)第 3 条の規定に基づき、

浜田市保健医療福祉協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 
(補欠委員の任期) 

第 2 条 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
(会長及び副会長) 

第 3 条 協議会に会長及び副会長 1 人を置き、委員の互選によりこれを定める。 
2  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 
(会議) 

第 4 条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 
2  協議会の議事に当たり、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(専門部会) 
第 5 条 協議会に、専門事項を調査審議するために専門部会を置くことができる。 
2  専門部会は、協議会から付託された事項及び保健、医療、福祉の各種計画に関する事項等につい

て調査研究し協議会に報告する。 
3  専門部会の委員は、協議会の委員のほか、必要に応じて市長が委嘱し、又は任命する。 
4  前 3 条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、「委員」とあるのは「専門部

会員」と、「協議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあ

るのは「副部会長」と読み替えるものとする。 
(関係者の出席等) 

第 6 条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。 
(庶務) 

第 7 条 協議会の庶務は地域福祉課において処理し、専門部会の庶務は関係主務課において処理する。 
(平 20 規則 5・一部改正) 

(その他) 
第 8 条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。 

附 則 
(施行期日) 

1  この規則は、公布の日から施行する。 
(経過措置) 
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2  この規則の施行の日後又は委員の任期満了後最初に開かれる協議会の会議は、第 4 条第 1 項の規

定にかかわらず、市長が招集するものとする。 
附 則(平成 20 年 4 月 1 日規則第 5 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
 
 
【参考】 
浜田市附属機関設置条例（浜田市保健医療福祉協議会部分の抜粋） 
１ 担任事項 

市長の諮問に応じ、老人保健福祉計画、障害者福祉計画、健康増進計画、地域福祉計画、次世代

育成支援計画等の策定及びその計画に基づく事業の実施に関する重要な事項を調査審議すること。 
市長が行う事業の推進状況について審議し、市長に建議すること。 

２ 委員等の定数 
識見者 2 人以内 
医療関係団体代表 5 人以内 
福祉関係団体代表 6 人以内 
関係行政機関代表 3 人以内 
学校教育関係代表 2 人以内 
その他市長が特に必要と認める者 5 人以内 

３ 委員等の任期：2 年。ただし、再任を妨げない。 
４ 会議の定足数：委員の半数以上 
５ 表決の方法：出席委員の過半数 
 
 






